
新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

7。施設検査対象施設の地盤 （省略）

8．地震による損傷の防止 （省略）

9．津波による損傷の防止 （省略）

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

補　　正　　後

7．使用前検査対象施設の地盤 （章題及び規則条文のみ変更）

8．地震による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

9．津波による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

添1－3

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

11．施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 （省略）

12．溢水による損傷の防止 （省略）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （省略）

14．飛散物による損傷の防止 （省略）

15．重要度に応じた安全機能の確保 （省略）

16．環境条件を考慮した設計 （省略）

補　　正　　後

11．使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止　（章題及び規則条文のみ変更）

12．・濫水による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （規則条文のみ変更）

14．飛散物による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

15．重要度に応じた安全機能の確保 （規則条文のみ変更）

16．環境条件を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

添1－4

で示す。

変更理由

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・法令改正のた
め。

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

17．検査等を考慮した設計 （省略）

18．施設検査対象施設の共用 （省略）

19．誤操作の防止 （省略）

20．安全避難通路等 （省略）

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （省略）

22．貯蔵施設 （省略）

補　　正　　後

17．検査等を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

18．使用前検査対象施設の共用 （章題及び規則条文のみ変更）

19．誤操作の防止 （規則条文のみ変更）

20．安全避難通路等 （規則条文のみ変更）

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （規則条文のみ変更）

22．貯蔵施設 （変更なし）

添1－5

で示す。

変更理由

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を

変　　更　　前

23．廃棄施設 （省略）

24．汚染を検査するための設備 （省略）

25．監視設備 （省略）

26．非常用電源設備 （省略）

補　　正　　後

23．廃棄施設 （変更なし）

24．汚染を検査するための設備 （変更なし）

25．監視設備 （規則条文のみ変更）

26．非常用電源設備 （規則条文のみ変更）

添1－6

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 計測機器校正室 添　付　書　類　1 変更箇所を で示す。

変　　更　　前

27．通信連絡設備等 （省略）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （省略）

補　　正　　後

27．通信連絡設備等 （規則条文のみ変更）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （規則条文のみ変更）

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

添1－7
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核燃料物質使用変更許可申請書の一部補正

本文・・・・・・・・・・・・・・…　本一1～3

本文図面・・・・・・・・・・・・…　本図一1

添付書類1・・・・・・・・・・・…　添1－1～7
（使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に

　関する説明書（事故に関するものを除く・））

極

放射線保健室
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室 本　文 変更箇所を

変　　更　　前

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（省略）

目的番号 使用の目的 区　分

（1） 内部被ばく測定器の校正等

目的番号 使用の方法 室名称

（1） 合成樹脂容器（300個以上）に分割密封したプルトニウム線源と人体等価物

質からなる肺及び臓器等に密封したプルトニウム線源及び天然ウラン線源
をファントムに入れ、装置の校正を行う。

①カプセル線源の使用方法
　（イ）　密封線源174個（1個当たりの放射性物質の量は、約150地）を1
　　　　組として（ロ）の要領で使用する。

　（ロ）肺モニタ校正用胸部ファントムの肺の部分に（イ〉の線源174個を

　　　　そう入する。

　（ハ〉　（ロ〉のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　　正する。

②臓器線源の使用の方法
　（イ〉　密封臓器線源（プルトニウムについては約560麹、天然ウランにつ

　　　　いては約20幽）　（a・右肺、b・左肺、　c・リンパ節、　d・肝臓）を

　　　　　（ロ）以下の要領で使用する。使用する各形状の密封臓器線源の

　　　　内訳及び個数は、次表のとおりである。

傷モニ
タ室、肺

モニタ
室

使用する線源 a・右肺 b・左肺 c・リンパ節 d・肝臓

Pu－238 1個 1個 3個 1個
プルトニウム

P臣239 1個 1個 3個 1個
　
　
天
然
ウ
ラ
ン
認 1個 1個 3個

（ロ）肺モニタ校正用人体模擬ファントムに、（イ〉の臓器線源を入れる。

（ハ）　（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　正する。

核燃料物質の種類

使用の場所

予定使用期間及び年間予定使用量

｛吏用済燃料の処分の方法

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

補 正 後

1．名称及び住所並びに代表者の氏名

2．使用の目的及び方法

（変更なし）

目的番号 使用の目的 区　分

（1） 内部被ばく測定器の校正等

目的番号 使用の方法 室名称

（1） 合成樹脂容器（300個以上）に分割密封したプルトニウム線源と人体等価物

質からなる肺及び臓器等に密封したプルトニウム線源及び天然ウラン線源

をファントムに入れ、装置の校正を行う。

①カプセル線源の使用方法
　（イ）　密封線源174個（1個当たりの放射性物質の量は、約150些）を
　　　　1組として（ロ）の要領で使用する。

　（ロ）肺モニタ校正用胸部ファントムの肺の部分に（イ）の線源174個を
　　　　そう入する。

　（ハ）　（ロ〉のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　　正する。

②臓器線源の使用の方法
　（イ）密封臓器線源（プルトニウムについては約560」廻、天然ウランに
　　　　ついては約20幽）　（a・右肺、b・左肺、　c・リンパ節、　d・肝臓）

　　　　を（ロ）以下の要領で使用する。使用する各形状の密封臓器線源
　　　　の内訳及び個数は、次表のとおりである。

傷モニ
タ室、肺

モニタ
室

使用する線源 a・右肺 b・左肺 c・リンパ節 d・肝臓

P臣238 1個 1個 3個 1個
プルトニウム

Pu－239 1個 1個 3個 1個

天然ウラン 1個 1個 3個

（ロ）肺モニタ校正用人体模擬ファントムに、（イ）の臓器線源を入れる。

（ハ）　（ロ）のファントムを鉄室内のベッドの上に置き、放射線検出器を

　　　当てて、ファントム外に出てくる放射線を測定し、肺モニタを校
　　　正する。

核燃料物質の種類

使用の場所

予定使用期間及び年間予定使用量

使用済燃料の処分の方法

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

（変更なし）

本一1

で示す。

変更理由

・SI単位への表

記に記載を統一

するため。
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室 本　文 変更箇所を で示す。

変 更 前 補 正 後 変更理由

7． 使用施設の位置、 構造及び設備 7． 使用施設の位置、 構造及び設備

7－1．使用施設の位置 7－1．使用施設の位置

（1）敷地の位置 （1）敷地の位置

核燃料サイクル工学研究所の位置は、核燃料サイクル工学研究所共通編の 核燃料サイクル工学研究所の位置は、核燃料サイクル工学研究所共通編の

とおりである。 とおりである。

（2）建家の位置 （2）建家の位置

本施設は、 核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備 本施設は、 核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備

所に隣接するとともに、 海岸から約700m、標高約10mのところにある。 所に隣接するとともに、 海岸から約1200m、 標高約10斑のところにある。 ・ 茨城港常陸那珂
使用施設の位置

このように、 周辺の河川、
　　　　　　　　　　…
海岸から十分に離れており、海抜約10mの場所

使用施設の位置
このように、 周辺の河川、

　　　　　　　　　　　一
海岸から十分に離れており、海抜約10mの場所 港区の整備に伴

一 一
に位置しているため、河川による洪水、津波 o 高潮による被害を受けるおそ に位置しているため、河川による洪水、津波 o 高潮による被害を受けるおそ う施設と海岸の

れはない。また、 敷地は平坦で排水性がよく、 建家は安定した地層に支持さ れはない。また、 敷地は平坦で排水性がよく、 建家は安定した地層に支持さ 距離の変更のた

れているため、 地滑り・ 陥没等のおそれはない。 れているため、 地滑り・ 陥没等のおそれはない。 め。

（3）使用施設の位置 （3）使用施設の位置 ・ SI単位への表

本施設の使用施設（傷モニタ室、肺モニタ室） の位置を図7－1に示す。 本施設の使用施設（傷モニタ室、肺モニタ室） の位置を図7ヨに示す。 記に記載を統一
卿

するため。

7－2．使用施設の構造 7－2．使用施設の構造
ン

使用施設の名称 構　造 床面積（盟2） 設　計　仕　様 使用施設の名称 構　造 床面積⑪2） 設　計　仕　様

平屋鉄筋コンクリート 平屋鉄筋コンクリート
・ 表記の見直しを

傷モニタ室 耐震・耐火構造 27．1斑2　　一

耐震設計：水平震度0．2
傷モニタ室 耐震・耐火構造 27．1

耐震設計：水平震度0．2 図るため。

肺モニタ室
36．9皿2　　一 肺モニタ室 36．9

建家平面図を図7－1 に示す。 建家平面図を図7－1 に示す。

7－3．使用施設の設備 7－3。使用施設の設備
…

使用設備の名称 個　数 仕 様 使用設備の名称 個　数 仕 様

鉄室 1式 2400（W）×2 400（D）×2900（H）㎜ 鉄室 1式 2　400（W）×2　400（D）×2　900（H）
璽

・ SI単位への表
一

200㎜厚、　一 52。 3
圭

200㎜厚、一 52．3t　　　 記に記載を統一

するため。

ファントム 1式 特殊合成樹脂 （人体組織等価物質） 人体形体内各臓器に線源 ファントム 1式 特殊合成樹脂 （人体組織等価物質） 人体形体内各臓器に線源

をそう入 （密封）可能 をそう入 （密封）可能

8． 貯蔵施設の位置、 構造及び設備 8． 貯蔵施設の位置、 構造及び設備

8－1．貯蔵施設の位置 （省略） 8－1。貯蔵施設の位置 （変更なし）

8－2．貯蔵施設の構造 8－2．貯蔵施設の構造

貯蔵施設の名称 構　造 床面積（胆2） 設　計　仕　様 貯蔵施設の名称 構　造 床面積（難り 設　計　仕　様

肺モニタ室
「7－2

造」と同じ

使用施設の構 36．9盟2　　一
　「7－2　使用施設の構造

」
と
同
じ
撃

肺モニタ室
「7－2

造」と同じ

使用施設の構
36．9

「7－2　使用施設の構

造」と同じ

・ 表記の見直しを

図るため。

本一2
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室 本　文 変更箇所を で示す。

変　　更　　前

8－3．貯蔵施設の設備

貯蔵設備の名称 個数
最大

収納量

内容物の主な

物理・化学的性状
仕　様

鋼製貯蔵庫 3個

600超
（Pu量）

　29
（u量）

臓器線源

（人体の肺、肝臓

及びリンパ節形状

の密封線源で、中

に天然ウランまた

はプルトニウムを

含む。主な化学
形：U308、　Pu（NO3）4）

カプセル線源

（合成樹脂製のカ

プセル内に、プル

トニウムを染み込

ませたろ紙を含
む。主な化学形：
Pu（NO3＞4）

以下の仕様の鋼製貯蔵庫を3台備え、線

源はケースに入れて貯蔵庫に収納し施

錠管理する。

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：470（W）×390（D＞×365（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：344（W）×433（D）×512（H）㎜1　　　　　　　　　　　　　　　一

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：463（W＞×479（D）×665（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

9．廃棄施設の位置，構造及び設備 （省略）

補 正 後

8－3．貯蔵施設の設備

貯蔵設備の名称 個数
最大

収納量

内容物の主な

物理・化学的性状
仕　様

鋼製貯蔵庫 3個

600」璽
（Pu量）

　23
（u量）

臓器線源

（人体の肺、肝臓

及びリンパ節形状

の密封線源で、中

に天然ウランまた

はプルトニウムを

含む。主な化学
形：U308、　Pu（NO3＞4）

カプセル線源

（合成樹脂製のカ

プセル内に、プル

トニウムを染み込

ませたろ紙を含
む。主な化学形：
Pu（NO3）4）

以下の仕様の鋼製貯蔵庫を3台備え、線

源はケースに入れて貯蔵庫に収納し施

錠管理する。

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：470（W＞×390（D）×365（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　　

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：344（W）×433（D）×512（H）㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

片扉式耐火金庫

台数：1台
外形寸法：463（W）×479（D）×665（H＞㎜　　　　　　　　　　　　　　　一

9．廃棄施設の位置，構造及び設備 （変更なし）

変更理由

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。

本一3
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新旧対照表
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変更理由

・ SI単位への表

記に記載を統一

するため。
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新旧対照表 放射線保健室
変　　更　　前

1．閉じ込めの機能 （省略）

2．遮蔽 （省略）

3．火災等による損傷の防止 （省略）

4．立ち入りの防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

1．閉じ込めの機能 （変更なし）

2．遮蔽 （変更なし）

3．火災等による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

4．立入りの防止 （章題のみ変更）

添H

で示す。

変更理由

・使用施設の位
置、構造及び設備

の基準に関する
規則の改正（令和

2年4月1日施
行。以下、変更理

由欄においては
「法令改正」とい

う。）のため。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤 （省略）

5．2地震による損傷の防止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（省略）

5．3津波による損傷の防止

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備所に近接するとともに、海岸か

ら約700m、標高約10mのところにある。

　このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約10Mの場所に位置しているため、河川によ

る洪水、津波・高潮による被害を受けるおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等による被

害を受けるおそれは少ない。

　また、放射線保健室近傍には比較的大きな一般河川として久慈川と新川があるが、久慈川は北方に約5麺

離れており、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6．核燃料物質の臨界防止 （省略）

7．施設検査対象施設の地盤 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補 正 後

5．自然現象による影響の考慮

5．1施設の地盤 （変更なし）

5．2地震による損傷の防止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（変更なし）

5、3津波による損傷の防止

　本施設は、核燃料サイクル工学研究所敷地内の北西部に位置し、正門警備所に近接するとともに、海岸か

ら約1200m、標高約10　mのところにある。

　このように、周辺の河川、海岸から十分に離れており、海抜約10』Lの場所に位置しているため、河川に

よる洪水、津波・高潮によう被害を受けるおそれはない。

5．4外部からの衝撃による損傷の防止

　本施設は、建築基準法に従い風圧力、積雪等の外力も考慮した設計を行っており、台風や積雪等による被

害を受けるおそれは少ない。

　また、放射線保健室近傍には比較的大きな一般河川として久慈川と新川があるが、久慈川は北方に約5」璽

離れており、新川は水量が少ないため、河川の氾濫による洪水のおそれはない。

6．核燃料物質の臨界防止 （規則条文のみ変更）

7．使用前検査対象施設の地盤 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－2

で示す。

変更理由

・法令改正のた
め。

・ 茨城港常陸那珂

港区の整備に伴
う施設と海岸の

距離の変更のた
め。

・ SI単位への表
記に記載を統一
するため。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

8．地震による損傷の防止 （省略）

9．津波による損傷の防止 （省略）

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （省略）

11．施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

8．地震による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

9．津波による損傷の防止　　　　　　　　　　　　　　　　　（規則条文のみ変更）

　　

　　

10．外部からの衝撃による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

11．使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止　　（章題及び規則条文のみ変更）

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

添1－3

で示す。

変更理由

・法令改正のた
め。

・法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

12．温水による損傷の防止 （省略）

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （省略）

14．飛散物による損傷の防止 （省略）

15．重要度に応じた安全機能の確保 （省略）

16．環境条件を考慮した設計 （省略）

17．検査等を考慮した設計 （省略）

18．施設検査対象施設の共用 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正 後

12．溢水による損傷の防止 （規則条文のみ変更〉

13．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 （規則条文のみ変更）

14．飛散物による損傷の防止 （規則条文のみ変更）

15．重要度に応じた安全機能の確保 （規則条文のみ変更）

16．環境条件を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

17．検査等を考慮した設計 （規則条文のみ変更）

18．使用前検査対象施設の共用 （章題及び規則条文のみ変更）

添1－4

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた。
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

19．誤操作の防止 （省略）

20、安全避難通路等 （省略）

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （省略）

22．貯蔵施設 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

19．誤操作の防止 （規則条文のみ変更）

20．安全避難通路等 （規則条文のみ変更）

21．設計評価事故時の放射線障害の防止 （規則条文のみ変更）

22．貯蔵施設 （変更なし）

添1－5

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室

変　　更　　前

23．廃棄施設 （省略）

24．汚染を検査するための設備 （省略）

25．監視設備 （省略）

26．非常用電源設備 （省略）

添　付　書　類　1 変更箇所を

補　　正　　後

23．廃棄施設 （変更なし）

24．汚染を検査するための設備 （変更なし）

25．監視設備 （規則条文のみ変更）

26．非常用電源設備 （規則条文のみ変更）

添1－6

で示す。

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。
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新旧対照表 放　射　線　保　健　室 添　付　書　類　1 変更箇所を で示す。

変　　更　　前

27．通信連絡設備等 （省略）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （省略）

補　　正　　後

27．通信連絡設備等 （規則条文のみ変更）

28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 （規則条文のみ変更）

変更理由

・ 法令改正のた
め。

・ 法令改正のた
め。

添1－7
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